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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年４月18日に提出いたしました第31期（自　平成22年１月21日　至　平成23年１月20日）有価証券

報告書において、設備の新設に係る既支払額の集計誤りおよび配当政策について記載事項の一部に追加を

要する事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第３　設備の状況

３　設備の新設、除却等の計画

(1) 重要な設備の新設等

　
第４　提出会社の状況

３　配当政策

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部【企業情報】

第３【設備の状況】

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等
　

（訂正前）

法人名 所在地
事業部門の

区分の名称
設備の内容

投資予定額(千円)
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月

完成後の

増加能力
総額 既支払額

株式会社

タカショー

和歌山県

海南市
全社(共通) 基幹システム 250,00040,043借入金

平成22年

９月

平成25年

９月
―

和歌山ガー

デンクリエ

イト株式会

社

和歌山県

海南市
製造関連部門 生産設備 80,000 ― 借入金

平成23年

５月

平成24年

３月

生産能力の

増加

江西高秀進

出口貿易有

限公司

江西省

瑞昌市
製造関連部門 生産設備 400,000177,155借入金

平成22年

８月

平成23年

４月

生産能力の

増加

　

（訂正後）

法人名 所在地
事業部門の

区分の名称
設備の内容

投資予定額(千円)
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月

完成後の

増加能力
総額 既支払額

株式会社

タカショー

和歌山県

海南市
全社(共通) 基幹システム 250,00047,766借入金

平成22年

９月

平成25年

９月
―

和歌山ガー

デンクリエ

イト株式会

社

和歌山県

海南市
製造関連部門 生産設備 80,000 ― 借入金

平成23年

５月

平成24年

３月

生産能力の

増加

江西高秀進

出口貿易有

限公司

江西省

瑞昌市
製造関連部門 生産設備 400,000299,311借入金

平成22年

８月

平成23年

４月

生産能力の

増加

　

　

EDINET提出書類

株式会社タカショー(E02888)

訂正有価証券報告書

2/3



第４【提出会社の状況】

３【配当政策】
　

（訂正前）

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識し、今後とも安定的な経営基盤の確保と

配当性向の維持向上に努めるとともに、業績に連動した配当を積極的に実施することを基本方針とし

ております。

　また当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の

配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社

は、「取締役会の決議により毎年７月20日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者

に対し、中間配当をおこなうことができる。」旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円）

平成23年４月16日
定時株主総会決議

116,473 14.00

　
（訂正後）

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識し、今後とも安定的な経営基盤の確保と

配当性向の維持向上に努めるとともに、業績に連動した配当を積極的に実施することを基本方針とし

ております。

　また当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の

配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社

は、「取締役会の決議により毎年７月20日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者

に対し、中間配当をおこなうことができる。」旨を定款に定めております。

内部留保資金につきましては、事業の安定成長のため、設備投資や新商品開発のための投資として事

業展開に活用してまいります。これは、将来的には収益向上に貢献し、安定的な利益還元に寄与するも

のと考えております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円）

平成23年４月16日
定時株主総会決議

116,473 14.00
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